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　昨年の暑い夏の選挙戦を経て、９月２３日に東大

阪市議会議員選挙投票日をむかえ、みなさまの熱い

ご支援のおかげで初当選を果たして約１年、中西の

ぶひろは元気に議会活動をさせていただいておりま

す。まだまだ力不足ではございますが、精一杯走り

回らせていただいておりますので、今後ともよろし

くお願いいたします。

　昨年の 10 月 28 日に

市長選挙があり野田市

政が誕生してから、12

月と 3 月、6 月と 3 度

の定例議会が開かれま

した。このうち時間通

り開会したのは 12 月議

会のはじめだけで、あとは市長サイドと議会側がぎ

くしゃくしてスムーズに議会運営が行なわれていま

せん。これは野田市長の誕生に貢献した自民党がふ

たつにわかれ、そのひとつの真正が共産、リベラル、

さわやかな風と 4 会派で議長、副議長を誕生させた

ことが大きな要因のひとつです。

　市長与党が議会で少数派になったことは、市長と

議会の二元代表制をあらためて考えさせるいい機会

になり、また市長側の独善的な議会運営を阻止する

ということにおいては大きな貢献をしたということ

は間違いありません。しかし同時に市側の出席説明

員の出席停止の問題で議会がストップしたり、本会

議を開くための前溝のところで双方が対立をして本

来の政策論議の場である代表質問や個人質問、各委

員会での議論の入口のところで議会がとまってしま

っているところが多くあります。

　わたしはリベラル会派に属しているのですが、も

っと市民生活に直結したところでの真摯な議論がな

される議会に変わっていかなければいけないと思っ

ています。

　

　ます私は有志で議会報告会を実施し、議会と住民

が情報を共有できるように考えています。３月議会、

6 月議会では個人的に議会報告会を行ないましたが、

この趣旨に賛同する議員にお声をかけ、党派を超え

て複数の議員で行ないたいと思っています。9 月議会

は今のところ開催の時期が未定ですが、11 月には市

内数ヶ所で開催を予定しています。

　そしてこうした「議会報告会」が議会をかえてい

く第一歩になると考えています。

　

　2000 年に地方分権一括法が施行され、地方自治体

の長に国が仕事を委任をしていた機関委任事務が廃

止されました。機関委任事務には地方議会の権限が

及ばず、国の中央集権化の一因になっていたのです

が、機関委任事務が廃止され地方自治体のすべての

事務事業に議会の権限が及ぶようになりました。こ

れによって直接住民と触れ合う地方議会の役割がま

すます重要になってきていますし、地方議員の仕事

は以前より大切なものになっています。

　しかし現実には地方議会や地方議員に対する風当

たりは強く、議員に対する批判には厳しいものがあ

ります。いまそうした地方政治の状況に危機感をも

ち、住民の信頼を得るため全国各地で議会の中から

議会を変えていこうという動きが見られます。議会

基本条例もそのひとつで、全議員に議会報告を義務

づけ、議会で何が行なわれているのか市民に知って

もらう機会をつくったり、議員の間の政策討論会を

開催したり、議員研修制度を義務づけて議員の資質

の向上をはかり議員の政策提案能力をあげるなど、

各地でそれぞれ工夫をこらしています。

　東大阪市の政治状況を考えるとき、議会の正常化

に向けていまこそ議会基本条例の制定を考えるべき

ときではないか、と考えています。

■今こそ東大阪に議会基本条例を

■市内各地で議会報告会

■東大阪市議会は今
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